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１．趣旨 

本特則は、「服務に関する準則」第９条第３項の規定に基づき、日本銀行の

職員（以下「職員」という。）による金融取引等についての同準則第９条第２項

の具体的な運用に関する事項を定める。 

 

２．本特則の構成および運用上の留意事項 

（１）本特則は、以下の規定により構成される。各職員の担当事務と適用され

る規制との対応関係については、別表参照のこと。 

用語の定義（３．） 

全職員に適用される規制（４．） 

特定の事務に携わる職員に適用される規制（５．） 

本特則の適用に関する事前照会（６．） 

その他（７．） 

（２）本特則の解釈は、「服務に関する準則」の規定および「日本銀行職員の金

融取引等に関する内部規程のあり方についての答申」の趣旨を踏まえて行

うものとする。 

（３）職員が金融取引等を行おうとする場合において、本特則の適用対象とな

るかどうかにつき疑義があるときは、６．に定める本特則の適用に関する

事前照会を活用することが推奨される。 

 

３．用語の定義 

本特則で使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）金融取引等 

次に掲げる行為をいう。 

イ． 預貯金の預入れまたは引出し（解約に伴う引出しを含む。以下同じ。） 
ロ． 有価証券等の取得または処分 
ハ． 有価証券等、通貨もしくは金利にかかる先物取引、オプション取引（ロ．

に掲げる行為に該当するものを除く。）その他のデリバティブ取引または

これに類似する取引 



ニ． 年金保険、変額保険その他の保険契約（有価証券等もしくは通貨の価格

または金利の変動により、保険金、返戻金その他の給付金の合計額が変動

するものに限る。）の締結、解除または内容の変更 
ホ． 投資目的不動産の取得または処分 

（２）有価証券等 
株券、社債券、投資信託の受益証券その他の「証券取引法」（昭和２３年

法律第２５号）第２条第１項に規定する有価証券および同条第２項の規定

により有価証券とみなされる権利、「抵当証券法」（昭和６年法律第１５号）

第１条第１項に規定する抵当証券ならびに「商品投資に係る事業の規制に

関する法律」（平成３年法律第６６号）第２条第３項に規定する商品投資受

益権をいう。 

（３）投資目的不動産 
居住用不動産以外の不動産であって、現に職員がその使用の対価を得て

いるものおよび将来において職員がその使用の対価または売却益を得るこ

とを予定するものをいう。 

（４）居住用不動産 
職員またはその親族の居住の用に供する不動産をいう。 

（５）職務上の関係者 
「日本銀行員の心得」別紙に定める職務上の関係者をいう。 

（６）私募ファンド 
「証券取引法」第２条第２項第３号から第５号までに掲げる権利であっ

て、同条第３項に規定する有価証券の私募が行われたものをいう。 

（７）未公開株式 
「証券取引法」第２条第１６項に規定する証券取引所に上場されておら

ず、かつ、同法第７５条第１項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されて

いない株式をいう。 

（８）取引先株式等 
当座預金取引の相手方またはその持株会社等の株式、新株引受権、新株

予約権、新株予約権付社債、社債および金融債（金融債にあっては預金保

険の対象となるものを除く。）をいう。 



（９）持株会社等 
「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」

１．（４）に規定する持株会社等をいう。 

（１０）管理職 
企画役級以上またはこれに相当する職員をいう。 

 

４．全職員に適用される規制 

（１）職務上知ることができた秘密を利用した金融取引等の禁止 

職務上知ることができた秘密を利用した金融取引等は、日本銀行法第

２９条に定める秘密保持義務違反であり、厳に行ってはならない。 

（２）日本銀行における地位や職務を利用した私募ファンド等の取得の禁止 

職員は、（１）に掲げる行為に該当しない場合であっても、次に掲げる行

為を行ってはならない。 

イ． 職務上の関係者からの私募ファンドの取得または職務上の関係者のあ

っせんを受けてする私募ファンドの取得 
ロ． 職務上の関係者からの未公開株式の譲り受け 
ハ． 職務上の関係者をして、第三者に対しイ．またはロ．に掲げる行為をさ

せること 

（３）短期売買等の自粛 

イ． 管理職は、（１）または（２）に掲げる行為に該当しない場合であって

も、次に掲げる行為（他人の名義によるものを含む。以下「短期売買等」

という。）を自粛するものとする。 

（イ） 有価証券等の取得の後６か月以内における当該有価証券等と同銘柄

の有価証券等の処分または有価証券等の処分の後６か月以内における

当該有価証券等と同銘柄の有価証券等の取得 
 ただし、個人向け国債、マネー・リザーブ・ファンド（ＭＲＦ）、元

本の補填の契約をした金銭信託（貸付信託を含む。）の受益権および預

金保険の対象となる金融債の取得および処分を除く。 

 



（ロ） 外貨預金の預入れの後６か月以内における外貨預金の引出しまたは

外貨預金の引出しの後６か月以内における外貨預金の預入れ 
 ただし、流動性預金の引出しであって当該引出し前の残高（複数の外

貨預金がある場合にはすべての外貨預金の残高の合計をいう。以下同

じ。）が５万米国ドル相当額を超えないものおよび流動性預金の預入れ

であって当該預入れ後の残高が５万米国ドル相当額を超えないものを

除く。 

（ハ） 投資目的不動産の取得の後６か月以内における投資目的不動産の処

分または投資目的不動産の処分の後６か月以内における投資目的不動

産の取得 

（ニ） 有価証券等の信用取引 

（ホ） 有価証券等、通貨もしくは金利にかかる先物取引、オプション取引そ

の他のデリバティブ取引またはこれに類似する取引 

ロ． 管理職でない職員は、（１）または（２）に掲げる行為に該当しない場

合であっても、次に掲げる行為（他人の名義によるものを含む。以下「取

引先関連短期売買等」という。）を自粛するものとする。 

（イ） 取引先株式等の取得の後６か月以内における当該取引先株式等と同

銘柄の取引先株式等の処分または取引先株式等の処分の後６か月以内

における当該取引先株式等と同銘柄の取引先株式等の取得 

（ロ） 取引先株式等の信用取引 

（ハ） 取引先株式等にかかる先物取引、オプション取引その他のデリバティ

ブ取引またはこれに類似する取引 

ハ． イ．およびロ．の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

（イ） 相続または親族からの贈与による場合 

（ロ） 租税公課の支払に充てる場合 

（ハ） 教育、医療その他生活の維持のための支出に充てる場合 

（ニ） 居住用不動産の取得または維持保全の費用に充てる場合 

（ホ） 管理職が管理職となる前に締結された契約の履行として短期売買等

を行う場合および管理職でない職員が日本銀行職員となる前に締結さ

れた契約の履行として取引先関連短期売買等を行う場合 



（ヘ） その他（イ）から（ホ）までに準ずるやむを得ない事情がある場合 

ニ． 管理職は、ハ．に掲げるやむを得ない事情により短期売買等を行った場

合には、その行った日から１か月以内に、その行った行為の内容をコンプ

ライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者に報告し、本

特則に違反しない旨の確認を受けるものとする。 
 ただし、ハ．（ヘ）に掲げる場合に該当するとの判断にあたっては、あ

らかじめ、６．（１）に規定する照会を行うよう努めるものとする。 

ホ． 管理職でない職員は、短期売買等を行った場合には、取引先関連短期売

買等でない短期売買等またはハ．に掲げるやむを得ない事情により行った

取引先関連短期売買等のいずれであっても、その行った日から１か月以内

に、その行った行為の内容をコンプライアンス会議の審議を経て総裁が役

職員の中から定める者に報告し、本特則に違反しない旨の確認を受けるも

のとする。 
 ただし、ハ．（ヘ）に掲げる場合に該当するとの判断にあたっては、あ

らかじめ、６．（１）に規定する照会を行うよう努めるものとする。 

 

５．特定の事務に携わる職員に適用される規制 

（１）金融政策決定会合に出席する職員 

イ．金融政策決定会合に出席する職員は、４．に掲げる行為に該当しない場

合であっても、金融政策決定会合開始日の７日前からその終了日まで、自

己または他人の名義をもって、金融取引等を行ってはならない。 
 ただし、流動性円預貯金の預入れおよび引出し、定期性円預貯金の引出

し、元本の補填の契約をした金銭信託（貸付信託を含む。）の受益権の処

分ならびに預金保険の対象となる金融債の処分を除く。 

ロ．イ．本文の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

（イ） 相続または親族からの贈与による場合 

（ロ） 租税公課の支払に充てる場合 

（ハ） 教育、医療その他生活の維持のための支出に充てる場合 

（ニ） 居住用不動産の取得または維持保全の費用に充てる場合 

（ホ） イ．本文に規定する職員となる前に締結された契約の履行としてイ．

本文に掲げる行為を行う場合 



（ヘ） その他（イ）から（ホ）までに準ずるやむを得ない事情がある場合 

ハ．ロ．に掲げるやむを得ない事情（ロ．（ホ）に掲げる事情を除く。）によ

りイ．本文に掲げる行為を行おうとする職員は、あらかじめ、その行おう

とする行為の内容を、コンプライアンス会議の審議を経て総裁が役職員の

中から定める者に報告し、本特則に違反しない旨の確認を受けるものとす

る。 
 ただし、あらかじめその報告をするいとまがない場合には、当該行為を

行った後すみやかに報告し、確認を受けるものとする。 

（２）金融市場調節またはこれを補助する事務に携わる職員 

イ．金融市場調節またはこれを補助する事務に携わる職員は、４．に掲げる

行為に該当しない場合であっても、自己または他人の名義をもって、金融

市場調節において日本銀行が売買の対象とする国債その他の債券の取得

または処分を行ってはならない。当該職員に異動があった後１年間も、同

様とする。 

ロ．（１）ロ．および（１）ハ．の規定は、イ．の規定の適用について準用

する。 

ハ．所属長は、イ．に規定する職員を任命した場合には、当該職員に対し、

イ．およびロ．の規定の適用がある旨を適宜の方法により告知する。 

（３）外国為替平衡操作またはこれを補助する事務に携わる職員 

イ． 外国為替平衡操作またはこれを補助する事務に携わる職員は、４．に掲

げる行為に該当しない場合であっても、自己または他人の名義をもって、

次に掲げる行為を行ってはならない。当該職員に異動があった後１年間も、

同様とする。 

（イ） 外貨預金の預入れまたは引出し 
 ただし、流動性預金の預入れであって当該預入れ後の残高が５万米国

ドル相当額を超えないものおよび流動性預金の引出しであって当該引

出し前の残高が５万米国ドル相当額を超えないものを除く。 

（ロ） 外国通貨で表示される有価証券等の取得または処分 

（ハ） 通貨にかかる先物取引、オプション取引その他のデリバティブ取引ま

たはこれに類似する取引 

 



（ニ） 保険契約（通貨の価格の変動により、保険金、返戻金その他の給付金

の合計額が変動するものに限る。）の締結、解除または内容の変更 

ロ． （１）ロ．および（１）ハ．の規定は、イ．の規定の適用について準用

する。 

ハ． 所属長は、イ．に規定する職員を任命した場合には、当該職員に対し、

イ．およびロ．の規定の適用がある旨を適宜の方法により告知する。 

（４）当座預金取引もしくは貸出取引の相手方に関する選定基準の企画立案、

当座預金取引先もしくは貸出取引先もしくは金融市場調節の対象先の選定、

考査、オフサイトモニタリングまたはこれらを補助する事務に携わる職員 

イ． 当座預金取引もしくは貸出取引の相手方に関する選定基準の企画立案、

当座預金取引先もしくは貸出取引先もしくは金融市場調節の対象先の選

定、考査、オフサイトモニタリングまたはこれらを補助する事務に携わる

職員は、４．に掲げる行為に該当しない場合であっても、自己または他人

の名義をもって、取引先株式等の取得または処分を行ってはならない。当

該職員に異動があった後１年間も、同様とする。 

ロ． 支店において考査もしくはオフサイトモニタリングまたはこれらを補

助する事務に携わる職員に対するイ．の規定の適用については、イ．中「取

引先株式等」とあるのは、「取引先株式等（当該職員が所属する支店の業

務区域（「日本銀行組織規程」別紙に定める業務区域をいう。）内に主たる

営業所を有する当座預金取引の相手方またはその持株会社等が発行者で

あるものに限る。）」とする。 

ハ． （１）ロ．および（１）ハ．の規定は、イ．の規定の適用について準用

する。 

ニ． 所属長は、イ．に規定する職員を任命した場合には、当該職員に対し、

イ．からハ．までの規定の適用がある旨を適宜の方法により告知する。 

（５）上席考査役および考査役 

イ． 職員は、上席考査役または考査役に任命された場合には、任命日におい

て保有する取引先株式等の種類、銘柄および数を、任命日から１か月以内

に所属長に報告するものとする。 



ロ． 上席考査役または考査役である職員は、イ．の規定により報告した事項

に異動を生じた場合には、当該異動を生じた日から１か月以内に、当該異

動を生じた事項および当該異動を生じた日を所属長に報告するものとす

る。 

 

６．本特則の適用に関する事前照会 

（１）職員は、自己が行おうとする具体的な金融取引等に関して、当該金融取

引等が本特則の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめコンプライ

アンス会議の審議を経て総裁が役職員の中から定める者またはその者が代

理者として指名する職員に照会することができる。 

（２）（１）の照会およびこれに対する回答中、特定の個人を識別することがで

きる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）は、照会者の所属長その

他の第三者に開示しない。 

 

７．その他 

本特則の諸規定は､金融環境の変化ならびに個人の財産権およびプライバシ

ーの保護についての考え方の変化を踏まえて、適切な時期に見直しを検討する。 



各職員の担当事務と適用される規制との対応関係 

 

全職員に適用される規制  

職務上知ることができ

た秘密を利用した金融

取引等 

日本銀行における地位

や職務を利用した私募

ファンド等の取得 

短期売買等 

特定の事務に携わる職員に適用される規制 

（全職員に適用される規制に加えて適用） 

管理職の職員 

 

 

金融政策決定会合に出席する職員 

 

金融政策決定会合の７日前から終了日まで、流動性預貯金の預

入れ・引出しなど一部を除く金融取引等禁止（５．（１）イ．）

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（１）ロ．、ハ．） 

金融市場調節に携わる職員 金融市場調節において日本銀行が売買の対象とする国債その

他の債券の取得・処分禁止（５．（２）イ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（２）ロ．） 

外国為替平衡操作に携わる職員 

 

残高５万米国ドル超の外貨預金の預入れ・引出し、外国通貨で

表示される有価証券等の取得・処分、通貨にかかる先物取引、

オプション取引その他のデリバティブ取引等、通貨の価格によ

り給付金の合計額が変動する保険契約の締結・解除・内容変更

禁止（５．（３）イ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（３）ロ．） 

 

当座預金取引もしくは貸出取引の相手

方に関する選定基準の企画立案、当座

預金取引先もしくは貸出取引先もしく

は金融市場調節の対象先の選定、考査

またはオフサイトモニタリングに携わ

る職員 

 

 

 

禁止（４．（１）） 

 

 

 

禁止（４．（２）） 

 

 

 

自粛（４．（３）イ．）

やむを得ない事情によ

り行った場合には報告

（４．（３）ハ．、ニ．

本文） 

やむを得ない事情のう

ち類型化されていない

ものに該当するとの判

断にあたっては、事前

照会を行うよう努める

（４．（３）ニ．ただし

書き） 

取引先株式等の取得・処分禁止（５．（４）イ．） 

支店において考査またはオフサイトモニタリングに携わる職

員への適用にあたっては、規制対象の取引先株式等の範囲を限

定（５．（４）ロ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（４）ハ．） 

上席考査役および考査役は、取引先株式等の保有状況を報告

（５．（５）） 

別  表 



 
 

全職員に適用される規制  

職務上知ることができ

た秘密を利用した金融

取引等 

日本銀行における地位

や職務を利用した私募

ファンド等の取得 

短期売買等 

特定の事務に携わる職員に適用される規制 

（全職員に適用される規制に加えて適用） 

管理職以外の職員 

 

 

金融政策決定会合に出席する職員 

 

金融政策決定会合の７日前から終了日まで、流動性預貯金の預

入れ・引出しなど一部を除く金融取引等禁止（５．（１）イ．）

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（１）ロ．、ハ．） 

金融市場調節またはこれを補助する事

務に携わる職員 

金融市場調節において日本銀行が売買の対象とする国債その

他の債券の取得・処分禁止（５．（２）イ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（２）ロ．） 

外国為替平衡操作またはこれを補助す

る事務に携わる職員 

 

残高５万米国ドル超の外貨預金の預入れ・引出し、外国通貨で

表示される有価証券等の取得・処分、通貨にかかる先物取引、

オプション取引その他のデリバティブ取引等、通貨の価格によ

り給付金の合計額が変動する保険契約の締結・解除・内容変更

禁止（５．（３）イ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（３）ロ．） 

 

当座預金取引もしくは貸出取引の相手

方に関する選定基準の企画立案、当座

預金取引先もしくは貸出取引先もしく

は金融市場調節の対象先の選定、考査

もしくはオフサイトモニタリングまた

はこれらを補助する事務に携わる職員 

 

 

 

禁止（４．（１）） 

 

 

 

禁止（４．（２）） 

 

 

 

取引先株式等の短期売

買、信用取引、先物取

引、オプション取引そ

の他のデリバティブ取

引等を自粛（４．（３）

ロ．） 

自粛対象外のものを含

め、短期売買等を行っ

た場合には報告（４．

（３）ホ．本文） 

やむを得ない事情のう

ち類型化されていない

ものに該当するとの判

断にあたっては、事前

照会を行うよう努める

（４．（３）ホ．ただし

書き） 

取引先株式等の取得・処分禁止（５．（４）イ．） 

支店において考査またはオフサイトモニタリングに携わる職

員への適用にあたっては、規制対象の取引先株式等の範囲を限

定（５．（４）ロ．） 

やむを得ない事情により行おうとする場合には、あらかじめ報

告（５．（４）ハ．） 

 

 


